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⑴　「<ひろぎん>無通帳口座“スマートｅ”」（以下、「スマートｅ口座」といいます。）は、
通帳の発行を行わない預金口座です。

⑵　スマートｅ口座を新規で開設いただく場合は、必ずキャッシュカードを発行させていた
だきます。なお、第４条の有通帳口座からスマートｅ口座への切替え後は、既に発行して
いるキャッシュカードをご利用いただきます。

⑶　スマートｅ口座にて利用できるサービス内容、前提となる利用条件は当行ホームページ
等に掲示しますので、内容をご確認ください。

⑴　この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認
められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知するこ
とにより、変更できるものとします。

⑵　前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以　上

ひろぎんICキャッシュカード特約
1．（特約の適用範囲等）

⑴　この特約は、ICキャッシュカード（従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協
会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能（以下、
かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。）の利用を可能とするカードの
ことをいいます。）を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。

⑴　この特約は、ICキャッシュカード（従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協
会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能（以下、
かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。）の利用を可能とするカードの
ことをいいます。）を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。

⑵　この特約は、ひろぎんカード規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱
われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては、ひろぎんカード規定が適用され
るものとします。

⑶　この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、ひろ
ぎんカード規定の定義に従います。

3．（ICキャッシュカードの利用）
　ひろぎんカード規定第1条に定める提携先・振込提携先のうち、一部の提携先・振込提携
先において、提携先の都合によりICキャッシュカードの利用ができない預金機・支払機・振
込機を設置している場合があります。この場合、当該預金機・支払機・振込機では、ひろぎ
んカード規定第1条の定めにかかわらず、ICキャッシュカードは利用できません。

4．（一日あたりの払戻金額）
　当行は、当行および提携先・振込提携先の預金機・支払機・振込機を利用した預金払い戻
しにおける一日あたりの限度額について、ICチップ提供機能を利用した払い戻しである場合
と、ICチップ提供機能を利用しない払い戻しである場合に分けて、それぞれ定めるものとし
ます。

5．（ICキャッシュカード対応ATM等の故障時の取り扱い）
　ICキャッシュカード対応ATM等の故障時には、ICチップ提供機能の利用はできません。

6．（ICチップ読取不能時の取り扱い等）
⑴　ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み

取ることができなくなった場合にはICチップ提供機能のご利用はできません。この場合、
当行所定の手続にしたがって、すみやかに当行にキャッシュカードの再発行を申し出てく
ださい。

⑵　ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み
取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。

7．（ICキャッシュカードの有効期限・再交付）
⑴　ICキャッシュカードは、カードの性質上、当行所定の有効期限があり、有効期限が経過

したICキャッシュカードを利用することはできません。
⑵　上記⑴の有効期限が到来する前に、当行は有効期限を延長した新しいICキャッシュカー

ドを再交付します。
8．（特約の変更）

⑴　この特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認
められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知するこ
とにより、変更できるものとします。

⑵　前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以　上

ひろぎんデビットカード取引規定
第1章　デビットカード取引
1．（定義）
　この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによります。

①　加盟店　日本デビットカード推進協議会（以下「協議会」といいます。）所定の加盟
店規約（以下「規約」といいます。）を承認のうえ協議会に直接加盟店として登録され
協議会の会員である一または複数の金融機関（以下「加盟店銀行」といいます。）と規
約所定の加盟店契約を締結した法人もしくは個人（以下「直接加盟店」といいます。）、
規約を承認のうえ直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人もしくは個人、
または規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締
結した民法上の組合の組合員であり規約を承認した法人もしくは個人をいいます。

②　ひろぎんデビットカード　当行がひろぎんカード規定等にもとづいて発行するキャッシ
ュカードのうち普通預金等（総合口座取引の普通預金、プラス30・カードローンの普通預
金および当該当座貸越を含みます。）当行所定の預金等のキャッシュカードをいいます。

③　売買取引債務　加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等（以下「売買取引」と
いいます。）について当該加盟店に対して負担する債務をいいます。

2．（適用範囲）

⑴　当行と預金口座振替に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク
運営機構（以下「運営機構」といいます。）所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構
に収納機関として登録された法人（以下「収納機関」といいます。）、もしくは、当該収
納機関から委託を受けた法人の窓口（以下「取扱窓口」といいます。）に対して、キャッ
シュカード〔当行が普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)についてキャッシュ

カード(普通預金・貯蓄預金)にかかる規定にもとづいて発行したカード。以下「カード」
といいます。〕を提示して、後記４．⑴の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サー
ビス」といいます。)については、この規定により取扱います。

⑵　本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」
といいます。)の預金者本人に限り、当行が本サービスに利用することを承認したカード
のみ利用できることとします。

⑵　この特約は、ひろぎんカード規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱
われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては、ひろぎんカード規定が適用され
るものとします。

⑶　この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、ひろ
ぎんカード規定の定義に従います。

2．（ICチップ提供機能の利用範囲）
　ICチップ提供機能は、この機能の利用が可能な現金自動支払機、現金自動預入払出兼用機、
振込機その他の端末（以下、「ICキャッシュカード対応ATM等」といいます。）を利用す
る場合に、提供されます。

3．（ICキャッシュカードの利用）
　ひろぎんカード規定第1条に定める提携先・振込提携先のうち、一部の提携先・振込提携
先において、提携先の都合によりICキャッシュカードの利用ができない預金機・支払機・振
込機を設置している場合があります。この場合、当該預金機・支払機・振込機では、ひろぎ
んカード規定第1条の定めにかかわらず、ICキャッシュカードは利用できません。

4．（一日あたりの払戻金額）
　当行は、当行および提携先・振込提携先の預金機・支払機・振込機を利用した預金払い戻
しにおける一日あたりの限度額について、ICチップ提供機能を利用した払い戻しである場合
と、ICチップ提供機能を利用しない払い戻しである場合に分けて、それぞれ定めるものとし
ます。

5．（ICキャッシュカード対応ATM等の故障時の取り扱い）
　ICキャッシュカード対応ATM等の故障時には、ICチップ提供機能の利用はできません。

6．（ICチップ読取不能時の取り扱い等）
⑴　ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み

取ることができなくなった場合にはICチップ提供機能のご利用はできません。この場合、
当行所定の手続にしたがって、すみやかに当行にキャッシュカードの再発行を申し出てく
ださい。

⑵　ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み
取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。

7．（ICキャッシュカードの有効期限・再交付）
⑴　ICキャッシュカードは、カードの性質上、当行所定の有効期限があり、有効期限が経過

したICキャッシュカードを利用することはできません。
⑵　上記⑴の有効期限が到来する前に、当行は有効期限を延長した新しいICキャッシュカー

ドを再交付します。
8．（特約の変更）

⑴　この特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認
められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知するこ
とにより、変更できるものとします。

⑵　前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以　上

ひろぎんデビットカード取引規定
第1章　デビットカード取引
1．（定義）
　この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによります。

①　加盟店　日本デビットカード推進協議会（以下「協議会」といいます。）所定の加盟
店規約（以下「規約」といいます。）を承認のうえ協議会に直接加盟店として登録され
協議会の会員である一または複数の金融機関（以下「加盟店銀行」といいます。）と規
約所定の加盟店契約を締結した法人もしくは個人（以下「直接加盟店」といいます。）、
規約を承認のうえ直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人もしくは個人、
または規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締
結した民法上の組合の組合員であり規約を承認した法人もしくは個人をいいます。

②　

⑴　当行と預金口座振替に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク
運営機構（以下「運営機構」といいます。）所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構
に収納機関として登録された法人（以下「収納機関」といいます。）、もしくは、当該収
納機関から委託を受けた法人の窓口（以下「取扱窓口」といいます。）に対して、キャッ
シュカード〔当行が普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)についてキャッシュ

カード(普通預金・貯蓄預金)にかかる規定にもとづいて発行したカード。以下「カード」
といいます。〕を提示して、後記４．⑴の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サー
ビス」といいます。)については、この規定により取扱います。

⑵　本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」
といいます。)の預金者本人に限り、当行が本サービスに利用することを承認したカード
のみ利用できることとします。


